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号外第 8号 

平成 30年(2018年) 

3月 30日 

金曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（地

域政策課） 

条例 
○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（地域政策課） 

規則 
○ 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範

囲を定める規則の一部を改正する規則（地域政策課） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
二
十
九
号
）
（
地
域
政
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整 

 
 

 

備
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

指
定
都
市
等
が
法
令
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
つ
き
、
条
例
別
表
か
ら
の

該
当
す
る
事
務
及
び
市
の
削
除 

 

 

㈡ 

そ
の
他
法
令
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
一
日 

 
 

た
だ
し
、
二
㈡
の
一
部
に
つ
い
て
は
公
布
の
日 



条

例 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
十
二
項
事
務
の
欄
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
日
本
農
林
規

格
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
欄
１
中
「
第
十
九
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第

一
項
」
に
、
「
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
製
造
業
者
等
」
を
「
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

取
扱
業
者
」
に
、
「
特
定
製
造
業
者
等
」
を
「
特
定
取
扱
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
十
九

条
の
十
四
第
三
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
十
九
条
の
十
四
の
二
」

を
「
第
六
十
二
条
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
五
条
第
四
項
」
に
、

「
特
定
製
造
業
者
等
」
を
「
特
定
取
扱
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」

を
「
第
七
十
条
第
一
項
」
に
、
「
特
定
製
造
業
者
等
」
を
「
特
定
取
扱
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
６

中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
七
十
条
第
二
項
」
に
、
「
特
定
製
造
業
者
等
」
を
「
特

定
取
扱
業
者
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
十
七
項
第
一
号
事
務
の
欄 

中
「
第
七
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
七
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
欄 
中

「
第
三
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
十
二
項
事
務
の
欄
１
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
一
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
欄
２
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中

「
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
四
十
七

条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を

「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
百
十
八
条
及
び
第
百
二
十
条
」
を
「
第
二
百
十

五
条
及
び
第
二
百
十
七
条
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
百
十
九
条
」
を
「
第
二
百
十
六
条
」
に
改

め
る
。 

 

別
表
第
八
十
五
項
第
二
号
事
務
の
欄
１
中
「
、
第
四
十
六
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
、

第
八
十
二
条
」
を
削
り
、
同
欄
６
中
「
、
第
八
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
削
り
、
同
欄
７
中
「
、

第
八
十
三
条
の
二
第
二
項
」
を
削
り
、
同
欄
８
中
「
、
第
八
十
三
条
の
二
第
三
項
」
を
削
り
、
同

欄
９
中
「
、
第
八
十
三
条
の
二
第
四
項
、
第
八
十
五
条
」
を
削
り
、
同
欄 

中
「
、
第
八
十
三
条

の
二
第
五
項
、
第
八
十
四
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
欄 

中
「
、
第
八
十
四
条
第
一
項
」
を
削
る
。 

11 

 

45 

 

49 

 

52 

 

10 

 

 



 

別
表
第
九
十
一
項
事
務
の
欄
４
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
十
八
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
事
務
の
欄
中
「
法
に
」
を
「
就
学
前
の
子
ど

も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
」
に
改
め
、
「
届
出
」
の
下
に
「
（
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を

同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
事
務
の
欄
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同

号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
も
の

に
限
る
。
） 

 

別
表
第
百
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
さ
い
た
ま
市
、
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
十
七
項
第
一
号

事
務
の
欄
及
び
同
表
第
三
十
二
項
事
務
の
欄
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る 

 
 

 

事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
九
十
三
項 

、
第
百
二
項
９
、
第
百
三
項
９
、
第
百
五
項
第
二
号
３
」
を
「
第

九
十
四
項 

 

、
第
百
三
項
９
、
第
百
四
項
９
、
第
百
六
項
第
二
号
３
」
に
、
「
第
百
六
項
４
、
第

百
八
項
７
並
び
に
第
百
十
二
項
第
十
一
号
９
」
を
「
第
百
七
項
４
、
第
百
九
項
７
並
び
に
第
百
十

三
項
第
十
一
号
９
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
九
号
上
欄
中
「
別
表
第
九
十
三
項 

 

」
を
「
別
表
第

九
十
四
項 

 

」
に
改
め
、
同
表
第
十
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
二
項
９
」
を
「
別
表
第
百
三
項
９
」

に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
三
項
９
」
を
「
別
表
第
百
四
項
９
」
に
改
め
、
同

表
第
十
二
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
五
項
第
二
号
３
」
を
「
別
表
第
百
六
項
第
二
号
３
」
に
改
め
、

同
表
第
十
三
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
五
項
第
五
号
２
」
を
「
別
表
第
百
六
項
第
五
号
２
」
に
改
め
、

同
表
第
十
四
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
六
項
４
」
を
「
別
表
第
百
七
項
４
」
に
改
め
、
同
表
第
十
五

号
上
欄
中
「
別
表
第
百
八
項
７
」
を
「
別
表
第
百
九
項
７
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
号
上
欄
中
「
別

表
第
百
十
二
項
第
十
一
号
９
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
十
一
号
９
」
に
改
め
、
同
表
第
十
七
号

上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
十
二
号 

 

」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
十
二
号 

 

」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
一
号
６
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
一
号
６
」
に
改
め
、
同

条
の
表
第
一
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
一
号
６
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
一
号
６
」
に

改
め
、
同
表
第
二
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
二
号
６
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
二
号
６
」

に
改
め
、
同
表
第
三
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
三
号
７
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第
三
号

７
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
四
号
７
」
を
「
別
表
第
百
十
三
項
第

四
号
７
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
五
号
６
」
を
「
別
表
第
百
十
三

項
第
五
号
６
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
六
号
６
」
を
「
別
表
第
百

十
三
項
第
六
号
６
」
に
改
め
、
同
表
第
七
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
七
号 

 

」
を
「
別
表

第
百
十
三
項
第
七
号 

 

」
に
改
め
、
同
表
第
八
号
上
欄
中
「
別
表
第
百
十
二
項
第
十
三
号
」
を
「
別

表
第
百
十
三
項
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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49 
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